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○
環
境
省
告
示
第
七
十
八
号 

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚 

生 

省

通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
別
表
第
七
の
四
の
項
下
欄
ハ
の
規
定
に
基

づ
き
、
特
定
粉
じ
ん
を
比
較
的
多
量
に
発
生
し
、
又
は
飛
散
さ
せ
る
原
因
と
な
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
石

綿
含
有
成
形
板
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
二
年
十
月
七
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 



  

2 

特
定
粉
じ
ん
を
比
較
的
多
量
に
発
生
し
、
又
は
飛
散
さ
せ
る
原
因
と
な
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る

石
綿
含
有
成
形
板
等 

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
別
表
第
七
の
四
の
項
下
欄
ハ
に
規
定
す
る
特
定
粉
じ
ん
を
比
較
的
多
量
に
発
生
し
、
又

は
飛
散
さ
せ
る
原
因
と
な
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
石
綿
含
有
成
形
板
等
は
、
石
綿
を
含
有
す
る
け
い
酸
カ

ル
シ
ウ
ム
板
第
一
種
と
す
る
。 

 


